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一
 
は
じ
め
に
 
 

本
稿
は
表
題
に
掲
げ
た
調
擾
報
密
書
の
紹
介
で
あ
る
ウ
ニ
の
調
奄
は
ノ
 
 

ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ュ
ス
ト
フ
7
レ
ン
州
労
働
省
の
委
託
を
せ
け
て
、
・
1
S
 
 

O
 
（
社
会
機
会
調
査
研
究
所
）
 
に
よ
っ
て
ハ
疋
期
的
に
隔
年
で
実
施
さ
れ
て
 
 

い
る
。
こ
の
調
査
は
、
対
象
人
数
は
多
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
 
 

の
内
容
が
詳
し
く
有
益
で
あ
る
。
そ
こ
で
参
考
に
な
り
そ
う
な
デ
ー
タ
を
 
 

詳
し
く
紹
介
し
た
い
。
前
岡
調
査
は
九
三
年
で
あ
っ
た
。
今
回
は
九
九
年
 
 

春
に
連
邦
規
模
で
、
か
つ
、
初
め
て
旧
東
ド
イ
ツ
地
域
の
労
働
者
を
含
め
 
 

て
、
四
、
〇
八
五
人
（
う
ち
西
二
∴
二
二
一
人
、
束
一
、
七
穴
四
人
）
を
対
象
 
 

に
実
施
さ
れ
た
り
 
東
西
の
合
計
平
均
値
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
東
西
の
労
 
 

働
者
数
が
約
一
対
三
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
西
地
域
の
平
均
値
を
約
 
 

三
倍
し
て
計
算
さ
れ
て
い
る
。
職
業
的
地
位
の
構
成
は
、
不
‥
半
熟
練
現
 
 

業
労
働
者
二
一
％
、
班
長
 
（
J
l
O
r
a
r
b
e
i
t
e
r
）
 
お
よ
び
マ
イ
ス
タ
ー
四
％
、
 
 

単
純
業
務
の
事
務
職
貝
二
二
％
、
中
ク
ラ
ス
事
務
職
貝
三
〇
％
、
上
級
管
 
 

理
 
（
事
務
）
 
職
員
一
一
％
、
官
吏
九
％
で
あ
る
じ
 
対
象
者
の
年
令
は
、
一
 
 

ド
イ
ツ
の
労
働
時
間
一
九
九
五
年
 
 

二
 
八
九
年
以
米
の
労
働
時
間
形
態
お
よ
び
希
望
の
変
動
 
 

過
去
六
年
間
の
展
開
を
見
る
。
表
1
の
通
り
で
あ
る
n
 
パ
ー
ト
タ
イ
マ
 
 

1
で
は
八
九
年
の
｛
五
％
に
対
し
て
九
五
年
の
西
地
域
は
二
〇
％
、
フ
レ
 
 

ッ
ル
／
ス
・
タ
イ
ム
制
で
は
八
九
牛
の
い
九
％
に
対
し
て
九
五
ヰ
は
∴
八
％
、
 
 

時
間
外
労
働
従
事
者
は
八
九
年
の
三
上
％
に
対
し
て
九
≠
年
は
四
九
％
と
 
 

い
ず
れ
も
上
昇
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
標
準
労
働
時
間
で
働
く
者
の
比
 
 

率
は
八
九
年
に
は
二
E
％
だ
っ
た
の
が
、
九
五
年
に
は
一
七
％
（
西
地
域
）
 
 

に
減
少
し
て
い
る
。
交
替
制
勤
務
l
i
よ
び
土
曜
労
働
に
従
事
す
る
苫
の
比
 
 

率
は
さ
ほ
ど
変
化
し
て
い
な
い
。
 
 
 

弾
力
的
勤
務
に
つ
き
、
労
働
者
が
そ
れ
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
か
を
 
 

表
2
が
示
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
フ
ル
タ
イ
マ
ー
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
 
 

1
の
対
比
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
転
換
を
希
望
す
る
者
が
一
剰
余
り
い
る
。
 
 

束
地
域
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
I
で
フ
ル
タ
イ
マ
ー
へ
の
転
換
を
希
望
す
る
比
 
 

八
一
 
 
 

八
～
」
ハ
五
オ
で
あ
る
。
 
 

藤
 
 
内
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長1 各椎労1動時間形態の適川状況（％）  

1995  

西   束   計  

20  調査午  1989  1990               ＼      15  15  16   

15   22  28   

12  13   

四 17  

14  首「   

19    14  14           七 曜  二う0  22  30   31   32    32  1J 耀 10  田  12   15   15   15  いる署の比率  35  0．7  39    45  46  45  り残業時間 以下，時間数）2・0   1．7   2．8   3．2   2．9  いる時間    1．0   0．6  1．2  1．4   1．3  い時l闘      し）．4   0．6   0．9   0．9   0．9  いる峠聞 0・6   0．5   0．7   0．9   0．7  者        24    23   17    25   19  

、－－－、、  

労働時間形磯  

パートタイマー  

フレックス・タイム  

交替制・深夜勤務   

週末労働  

時間外労働   

定期的に従事して   

労働者1人・過当   
（全労働者につき，  

金銭補償されて  

支払われていな  

時間補イ質されて  

標準溺・働時間で働く  

注：調査主体は1SOである。た7：Lし、1990牛調査はISOとDIWの共同である．，  

仙叶：lSO，Arbeitszeit1995，S．27．  

八
二
 
 
 

率
が
五
二
％
と
高
い
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
時
間
的
な
変
化
は
少
な
い
り
 
 
 

交
替
制
動
務
や
深
夜
勤
務
を
見
る
と
、
そ
れ
に
従
事
し
て
い
な
い
者
は
 
 

こ
の
勤
務
形
態
で
働
く
こ
と
に
強
く
反
発
L
て
い
る
の
に
対
L
、
従
事
し
 
 

て
い
る
者
は
過
半
数
が
肯
定
的
に
受
け
止
め
て
い
る
l
）
 
こ
こ
で
も
東
酉
聞
 
 

に
違
い
が
あ
り
、
束
地
域
の
者
の
ん
が
応
じ
る
姿
勢
が
強
い
。
 
 
 

⊥
曜
・
U
唖
の
週
末
労
働
で
は
、
現
れ
従
事
し
て
い
る
者
と
そ
う
で
な
 
 

い
者
と
の
違
い
は
明
確
だ
。
現
在
従
事
し
て
い
る
ネ
は
そ
れ
に
慣
れ
た
の
 
 

か
反
発
は
少
な
い
．
束
地
域
で
現
在
従
事
し
て
い
る
者
に
H
瞳
労
働
に
応
 
 

じ
る
姿
勢
か
∵
一
一
％
分
だ
け
強
い
。
 
 
 

時
間
外
労
働
で
は
、
現
在
従
ヰ
し
て
い
な
い
者
に
拙
抗
が
強
い
。
 
 
 

フ
レ
ッ
ク
ス
・
タ
イ
ム
制
で
は
、
適
用
さ
れ
て
い
な
い
苦
か
ら
は
歓
迎
 
 

さ
れ
て
い
な
い
が
、
視
み
そ
れ
に
基
づ
い
て
働
い
て
い
る
苫
の
大
†
は
歓
 
 

迎
し
て
い
る
り
 
適
用
さ
れ
た
〈
な
い
者
は
わ
ず
か
川
％
で
あ
る
＝
 
 
 

二
の
よ
う
に
弾
力
的
な
労
働
時
削
が
適
用
さ
れ
て
い
る
労
働
苫
で
は
そ
 
 

う
で
な
い
カ
働
君
に
比
べ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
抵
抗
が
少
な
い
。
 
 

三
 
標
準
労
働
時
間
 
 

労
働
時
間
の
弾
力
化
は
九
三
井
に
比
べ
て
一
段
と
進
み
、
標
準
労
働
時
 
 

間
で
働
く
労
働
者
の
比
率
は
八
七
隼
に
は
二
七
％
、
前
回
は
二
三
％
だ
っ
 
 

た
が
、
今
回
は
一
七
％
 
（
西
の
み
で
）
 
に
低
下
し
て
い
る
り
 
標
準
労
働
時
 
 

間
で
働
く
労
働
者
は
山
九
％
だ
が
、
東
の
ん
が
多
い
‖
特
に
独
身
に
多
い
。
 
 

こ
こ
で
標
準
労
働
時
間
で
働
く
者
と
は
、
フ
ル
タ
イ
マ
ー
の
所
定
労
働
時
 
 

間
で
あ
る
三
五
～
川
○
時
間
の
開
で
働
き
、
そ
れ
を
過
当
バ
言
∵
九
日
に
分
 
 

割
し
、
通
常
は
月
曜
か
ら
金
曜
ま
で
、
帰
一
間
に
働
き
、
そ
の
勤
務
帖
間
借
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去2 づjl動時間に関する希望（％）  

l、Illl、－、Il、、、、、lヽ  

〈フル／パート〉  

現在フルタイマーで，今後  
パートタイマーで働きたし  
フルタイマーで働きたい  

硯丞三パートタイマーで，今後  

フルタイマーで働きたい  
パートタイマーで働きたし  

〈交替制・深夜勤務〉  
現在これに定期的に従事Lている者で，今後  

現状通り，またはそれ以1二にこれで働きたい  

現在より減らしたい，またはこれをやめたい  

現在これに定期的には，従事していない署で  
今後これに従事したい  
今後もこれには就きたくない  9喜1。喜   613 92 94   

32   31   36   32   
64   64   61   63   

36   30   43   32   

59   63   52   6l   

10   16   17   16   
86   80   80   80   

7  

9  90   

＼。喜 §       32  43  39   42  46  53  57  54  10 87  6 如  去…。…   
86   

9   

⊥                                                                                           85  82  85  田  4  6  4    8  10  田      38 56   

〈週末労働〉  

現在土曜労働に定期的に従事している舌で  
今後も現状通り，またはそれ以上に働きたし  

現在よりもi成らLたい，またはやめたし  

現在日曜労働に定期的に従事している者で  
今後も現状通り，またはそれ以上働きたい  

現在よりも減らしたい，またはやめたし  

現在土曜労働に定期的には従事Lていか－■着で  

今後，働らいてみたい  
今後もそれには就きたくなし  
日曜労働に定期的には従事していない者て  

今後，働らいてみたい  
今後もそれには就きたくない  

時間外労働〉  

現在それを定期的にイ‥fなっている着で  
今後もやりたい  
今後は減らしたい，またはやめたい  

一呪在それを定期的には行なっていない者で  
今後やってみたい  
今後もしたくない  

〈フレックス・タイム制〉  

現イi三それで働〈者のうけとめ〃は  
メリットがある  

デメリットがある  
どちらともいえない  

祝着；その適用のない苫で  
その適用を′受けたい  
竺竺些昼型壬⊥吐 一ノ ⊥旦む  

注：「匝卜答なし」を除いているので，合計はlし）0％にはならなし  
出所二表1トこ同じ（以下同じ）（） S．29－30．   
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表3 時間外労働の湖度（％）  点
で
は
東
西
地
域
間
に
違
い
は
な
い
。
 
 

が
固
定
し
て
い
る
着
で
あ
る
ご
」
の
数
字
の
低
下
は
酉
地
域
で
日
曜
労
働
、
 
 

パ
ー
ト
タ
イ
マ
1
、
フ
レ
ッ
ク
ス
・
タ
イ
ム
制
、
時
間
外
労
働
が
増
え
て
 
 

い
る
こ
と
を
示
す
。
束
地
域
で
は
二
五
％
が
標
準
労
働
時
間
で
働
い
て
お
 
 

り
、
西
地
域
に
比
べ
て
弾
力
化
の
進
行
は
遅
い
。
 
 
 

九
」
二
年
調
速
と
同
様
に
、
弾
力
的
労
働
時
間
で
働
く
労
働
者
に
は
、
子
 
 

持
ち
の
夫
婦
が
多
い
G
 
そ
の
妻
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
働
く
こ
と
が
最
も
 
 

頻
繁
で
あ
り
、
そ
の
夫
は
時
間
外
労
働
す
る
こ
と
が
最
も
頻
繁
で
あ
る
。
 
 

四
 
時
間
外
労
働
 
 

定
期
的
に
残
業
す
る
者
の
比
や
は
、
九
二
年
の
三
九
％
か
ら
し
ハ
％
増
え
 
 

て
四
五
％
と
な
っ
た
じ
 
男
性
の
五
〇
％
、
女
性
の
三
八
％
で
あ
る
。
こ
の
 
 
 

毎
日
時
間
外
労
働
す
る
労
働
苦
は
 
 

注：「回答なし」を除いている  

出所：S．57．  

一
％
い
る
。
他
方
 
 

て
、
ま
っ
た
く
し
な
 
 

い
男
性
労
働
者
が
一
 
 

四
％
い
る
。
そ
の
程
 
 

度
は
蓑
3
の
通
り
で
 
 

あ
る
。
性
別
に
見
る
 
 

と
、
男
性
の
方
が
残
 
 

業
が
多
い
。
東
西
間
 
 

の
違
い
は
少
な
い
。
 
 

従
事
す
る
労
働
者
の
 
 

比
率
が
増
え
た
の
み
 
 

な
ら
ず
、
従
事
薯
二
 
 

八
四
 
 

人
当
た
り
の
時
間
数
も
伸
び
て
い
る
。
九
二
年
に
は
従
事
者
過
当
た
り
一
・
 
 

七
時
間
だ
っ
た
の
が
、
今
回
は
西
地
域
で
二
・
八
時
間
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

残
業
に
対
す
る
補
償
形
態
は
、
表
4
か
ら
、
手
当
支
給
 
（
令
銭
補
償
）
 
 

の
方
法
と
代
侶
休
日
付
与
 
（
時
間
痛
惜
〕
 
の
方
法
と
半
々
で
あ
る
り
 
男
性
 
 

が
手
当
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
職
業
的
地
位
別
に
兄
る
と
、
金
銭
補
 
 

侶
が
多
い
の
は
現
業
労
働
者
、
特
に
不
・
半
熟
練
現
業
労
働
者
で
あ
る
。
 
 

二
れ
は
賃
金
水
準
が
低
い
ほ
ど
金
銭
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
り
 
 

意
外
だ
が
、
補
償
さ
れ
て
い
な
い
残
業
、
す
な
わ
ち
タ
グ
働
き
が
ド
イ
ツ
 
 

で
も
か
な
り
あ
る
∩
 
 
 

な
ぜ
残
業
が
必
要
か
を
比
る
と
、
表
5
か
ら
、
押
」
業
務
嘉
の
多
さ
の
 
 

故
に
残
業
が
必
要
な
こ
と
が
最
大
理
由
で
あ
り
、
本
人
が
収
入
‖
当
て
に
 
 

希
望
す
る
の
は
↓
割
足
ら
ず
で
あ
る
り
こ
れ
を
職
業
的
地
位
別
に
見
る
と
、
 
 

現
業
労
働
者
、
特
に
不
・
半
熟
繰
現
業
労
働
者
に
手
当
‖
当
て
か
多
い
こ
 
 

と
、
官
吏
お
よ
ぴ
、
事
腐
職
員
、
特
に
上
級
管
理
事
務
職
員
で
頼
当
業
務
量
 
 

の
多
す
ぎ
る
こ
と
が
日
章
u
つ
り
 
 
 

こ
れ
を
雇
用
拡
★
と
の
関
係
で
考
え
る
と
き
に
は
、
時
間
補
償
さ
れ
な
 
 

い
最
終
的
な
残
業
時
間
数
が
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
ド
イ
ツ
の
二
「
一
“
打
 
 

方
人
の
労
働
者
全
体
に
当
て
は
め
て
試
算
す
る
と
、
年
間
二
六
億
時
間
と
 
 

な
り
、
そ
れ
は
フ
ル
タ
イ
マ
ー
一
六
〇
万
人
分
の
雇
用
に
椰
当
す
る
。
 
 
 

最
後
に
、
現
在
残
業
を
定
廟
的
に
行
二
し
い
る
苫
に
つ
き
残
業
へ
の
態
 
 

度
を
見
る
と
、
表
6
の
通
り
、
現
業
労
働
省
で
応
じ
る
用
意
が
強
く
、
事
 
 

務
職
員
で
乏
し
い
。
現
在
残
業
を
し
て
い
る
理
由
別
に
分
類
す
る
と
、
業
 
 

務
上
や
む
を
碍
ず
し
て
い
る
省
に
抵
抗
か
強
い
。
残
業
を
定
期
的
に
は
し
 
 

て
い
な
い
労
働
者
の
九
割
は
、
人
「
後
も
残
業
す
る
意
思
は
な
い
。
現
在
残
 
 

業
を
定
期
的
に
行
う
老
の
五
六
％
は
で
き
れ
ば
将
来
は
そ
れ
を
減
ら
し
た
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五
 
交
替
制
お
よ
び
深
夜
労
働
 
 

定
期
的
に
こ
れ
に
従
事
す
る
労
働
者
の
比
率
は
一
三
％
で
、
九
∴
年
と
 
 

同
じ
で
あ
る
。
こ
の
点
も
東
西
間
で
違
い
は
な
い
。
こ
の
他
に
、
一
二
％
 
 

が
変
則
時
間
勤
務
（
完
r
S
e
t
Z
t
e
A
r
b
e
i
t
s
N
e
i
t
）
で
働
い
て
い
る
い
 
交
替
制
 
 

お
よ
び
深
夜
勤
務
に
従
事
す
る
比
率
お
よ
び
頻
度
を
職
業
的
地
位
別
に
見
 
 

る
と
、
現
業
労
働
者
平
均
…
九
％
 
（
不
・
半
熟
練
現
業
労
働
者
二
〇
％
、
 
 

熟
練
一
八
％
、
班
長
・
マ
イ
ス
タ
ー
一
九
％
）
、
事
務
職
員
平
均
九
％
 
〔
単
 
 

純
業
務
事
務
職
貝
一
‥
％
、
中
ク
ラ
ス
一
〇
％
、
上
級
穴
％
〕
、
官
吏
山
川
 
 

％
で
あ
る
。
現
業
労
働
者
に
頻
繁
で
あ
る
。
東
西
間
の
相
違
は
小
さ
い
ノ
。
 
 

こ
れ
を
性
別
に
見
る
と
、
女
件
の
方
が
い
く
ら
か
少
な
い
し
 
こ
れ
は
女
性
 
 

が
家
庭
責
在
を
な
お
強
く
負
っ
て
い
る
な
か
で
、
女
性
は
こ
の
よ
う
な
勤
 
 

務
形
態
の
就
業
分
野
を
避
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

産
業
分
野
別
に
見
る
と
、
二
れ
が
頻
繁
に
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
 
 

は
ホ
テ
ル
・
飲
食
業
川
L
ハ
％
、
交
通
・
通
信
産
業
二
ム
％
、
化
学
産
業
二
 
 

三
％
で
あ
る
。
 
 
 

最
後
に
、
労
働
者
が
二
の
勤
務
形
態
を
ど
う
一
堂
け
止
め
て
い
る
か
を
見
 
 

る
。
現
在
こ
の
形
態
に
従
事
し
て
い
る
老
の
う
ち
、
表
7
に
よ
れ
ば
、
五
 
 

二
％
の
労
働
者
は
引
き
続
い
て
こ
れ
に
応
じ
る
姿
勢
を
見
せ
る
じ
 
束
の
労
 
 

働
者
の
方
が
そ
の
傾
向
は
強
い
。
現
在
こ
の
勤
務
形
態
に
従
事
し
て
い
な
 
 

い
老
に
問
う
と
、
九
四
％
が
拒
否
の
態
度
で
あ
る
じ
 
こ
の
勤
務
形
態
が
新
 
 

た
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
強
く
反
発
し
て
い
る
。
 
 

い
と
考
え
て
い
る
。
 
 

六
 
週
末
労
働
 
 

使
用
者
側
か
ら
弾
力
化
を
め
ぐ
 
 

る
議
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
 
 

そ
の
中
心
論
点
は
コ
ス
ト
抑
制
の
 
 

た
め
に
生
産
設
備
の
稼
働
率
を
引
 
 

き
L
げ
る
べ
く
操
業
時
間
を
延
長
 
 

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
労
働
 
 

時
間
と
操
業
時
偶
の
隔
た
り
を
埋
 
 

め
る
手
段
と
し
て
週
末
労
働
が
提
 
 

案
さ
れ
て
い
る
。
他
力
で
サ
ー
ビ
 
 

ろ
社
会
に
向
か
う
傾
向
に
あ
り
、
 
 

第
．
二
次
廃
業
の
ウ
エ
ー
ト
が
高
ま
 
 

る
と
と
も
に
、
消
背
者
の
関
心
に
 
 

配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。
 
 

イ
、
土
曜
労
働
 
 
 

土
曜
労
働
従
事
帯
の
比
率
は
八
九
年
お
よ
び
九
三
年
に
は
三
〇
％
だ
っ
 
 

た
の
が
九
五
年
に
は
三
山
％
で
、
わ
ず
か
に
L
外
L
て
い
る
。
詳
し
く
は
 
 

表
8
の
通
り
で
あ
り
、
六
％
の
労
働
者
は
毎
週
、
さ
ら
に
一
∵
ハ
％
は
毎
‖
、
 
 

合
計
三
二
％
は
定
期
的
に
従
事
L
て
い
る
り
 
そ
れ
は
フ
ル
タ
イ
マ
ー
に
い
 
 

く
ら
か
多
い
。
束
西
間
に
さ
ほ
ど
追
い
は
な
い
い
 
産
業
分
野
別
に
見
て
多
 
 

い
の
は
、
ホ
テ
ル
・
飲
食
業
七
人
％
、
非
営
利
民
間
団
体
五
〇
％
、
小
売
・
 
 

卸
売
業
四
六
％
、
食
料
・
嗜
好
品
製
造
業
四
二
％
で
あ
る
。
 
 
 

土
曜
労
働
従
事
者
に
、
そ
れ
が
当
該
産
室
で
は
通
常
の
こ
と
か
、
交
替
 
 

八
七
 
 
 

表7 交替制勤務への態度（％）  

酉  東  連邦全休     男  女  平均   
もっと増やしていい  3  3  3  3  3   

現状通りで可   47  56  47  51  49   
減らしたい   22  22  21  23  22   
したくない   5  4  4  6  5   
出所：S．87．  



開 法（473） 256   

表8 土曜・日曜労働の瀕度（％）  

別
に
土
曜
・
 
 

日
曜
労
働
に
従
事
し
て
い
る
か
否
か
を
見
る
。
表
9
の
通
り
、
そ
れ
ら
に
 
 

勤
務
す
る
労
働
者
は
残
業
を
含
む
週
実
労
働
時
間
が
長
い
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

そ
こ
で
彼
ら
の
残
業
だ
け
を
見
る
と
、
い
く
ら
か
長
い
し
そ
れ
で
も
土
曜
■
 
 

日
曜
労
働
は
当
該
産
業
で
は
通
常
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
わ
ず
か
に
 
 

長
い
に
止
ま
る
り
 
 
 

土
曜
労
働
就
労
状
況
を
事
業
所
規
模
別
に
見
る
と
、
表
川
の
ご
と
く
 
 

顕
著
な
特
徴
が
あ
り
、
小
規
模
事
業
所
ほ
ど
頻
繁
に
土
曜
労
働
を
行
っ
て
 
 

平均  可一高丁女   盲丁こ音声二  フルタイマー   

毎週   6   6  6   5  6   

月3匝l   6   5  7   3   7   

20   20   

年間わずか   肌 25  18  30   
月l－▲・－2回  2（I  18  21  

15   28   

3   3  3   2   3   

月1－2垣］  10    9   10   10   

なし     43  53  36  57   

年間わずか  12  8  15   7  四   

〔
土
曜
労
働
〕
 
 

〔
日
曜
労
働
〕
 
 

出所：S．93，109  

利
か
、
そ
れ
 
 

と
も
残
業
と
 
 

し
て
労
務
提
 
 

供
し
て
い
る
 
 

の
か
を
問
う
 
 

と
、
そ
れ
ぞ
 
 

れ
六
人
％
、
 
 

八
％
、
二
一
 
 

％
で
あ
る
。
 
 

し
た
が
っ
て
 
 

二
二
分
の
二
は
 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
 
 

産
業
で
は
通
 
 

常
の
勤
務
形
 
 

態
で
あ
る
り
 
 
 

つ
ぎ
に
、
 
 

実
労
働
時
間
 
 

い
る
。
 
 
 

最
後
に
、
土
曜
労
働
を
従
事
者
 
 

は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
 
 

の
だ
ろ
う
か
。
表
‖
参
照
。
土
曜
 
 

労
働
は
労
働
者
の
三
分
の
二
か
ら
 
 

は
敬
遠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
 
 

L
て
土
曜
・
日
曜
労
働
は
そ
の
曜
 
 

日
の
勤
務
に
従
事
し
て
い
な
い
労
 
 

働
者
の
圧
倒
的
多
数
か
ら
拒
否
さ
 
 

れ
て
い
る
 
（
土
曜
労
働
拒
否
は
八
 
 

〇
％
、
日
曜
は
九
五
％
）
。
抑
ポ
＝
の
 
 

程
度
は
意
外
に
も
男
女
間
で
さ
ほ
 
 

ど
の
遠
い
は
な
い
。
西
に
拒
不
‖
感
 
 

か
強
い
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
方
 
 

に
応
じ
る
用
意
が
強
い
。
家
族
状
 
 

態
別
に
見
る
と
、
子
供
の
い
な
い
 
 

夫
婦
が
敬
遠
す
る
傾
向
に
あ
る
ぐ
 
 

こ
れ
は
さ
ほ
ど
収
入
を
増
や
す
必
 
 

要
が
な
い
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
 
 

そ
れ
で
も
土
曜
に
働
い
て
い
な
い
 
 

労
働
者
の
な
か
で
応
じ
る
用
意
の
あ
る
者
の
比
率
は
八
九
年
の
八
％
か
ら
 
 

九
五
年
に
は
一
人
％
に
上
界
し
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
、
一
方
で
は
土
曜
 
 

労
働
と
い
う
勤
務
形
態
が
増
え
て
き
た
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、
他
方
で
 
 

は
昨
今
の
困
難
な
雇
用
事
情
の
故
に
、
通
常
は
歓
迎
さ
れ
な
い
時
間
帯
に
 
 

働
く
こ
と
が
受
け
容
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
ホ
し
て
い
る
。
 
 
 

表9 過当り実労働時l用（†二喘・日曜労働従事別，％）   

24  36   48   72   

＼  ‾‾「「  35時間  35－ 4（）40■・■・45 4550   T▼ 50時間   未 満  時 聞 時 間  時 間  以 上  定期仙こ行なう  26            まれに／な し  74  76    63  52  28   

定期的に行なう  12   11  14   20   41   

まれに／な し   88   89  86   80   59   

〔
十
刷
労
働
‥
〔
〓
棚
労
働
〕
 
 

出所：S．97．  
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表10 土曜・日曜労働の瀕度（事業所規模別 ％）  

事業所規模  14人  5－20人  2149人  5099人  100－499人  500人以上   

毎  週   18   8   5   7   3   3   

月 3 L自l   4   5   8   6   7   3   

月12回   14   19   21   20   19   

年間わずか   22   25   25   23   24   29   

な  し   40   43   41   43   45   43   

毎   週   5   2   2   2   

月 3 何   3   2   3   3   3   4   

月12回   6   7   10   14   13   10   

年間わずか   13   14   

な  し   73   76   72   69   73   73   

〔
土
曜
労
働
〕
 
 

〔
日
曜
労
働
〕
 
 

出所：S．101，114  

％
、
公
務
（
鋭
行
・
 
 

郵
便
を
除
く
）
 
の
二
六
％
、
農
林
業
の
二
四
％
で
あ
る
。
逆
に
、
日
曜
労
 
 

働
が
定
期
的
に
行
わ
れ
る
比
率
が
低
い
の
は
、
建
設
業
の
二
％
、
銀
有
・
 
 

保
険
業
の
三
％
、
小
売
・
鉱
山
・
ガ
ス
・
電
機
電
子
産
業
の
五
％
で
あ
る
。
 
 

職
業
的
地
位
別
に
見
る
と
、
日
曜
労
働
が
多
い
の
は
班
長
・
マ
イ
ス
タ
ー
、
 
 

官
吏
で
あ
る
。
事
業
所
規
模
別
に
見
る
と
、
土
曜
労
働
と
同
様
の
傾
向
が
 
 

八
九
 
 
 

ロ
、
日
曜
労
働
 
 
 

日
曜
に
定
期
的
 
 

に
働
く
労
働
者
の
 
 

比
率
は
徐
々
に
高
 
 

ま
り
、
八
九
年
の
 
 

〇
％
、
九
三
年
 
 

の
一
二
％
か
ら
今
 
 

回
九
末
年
に
は
‥
 
 

五
％
に
上
界
し
て
 
 

い
る
。
七
三
％
の
 
 

労
働
者
は
日
曜
に
 
 

は
ま
っ
た
く
働
か
 
 

な
い
。
日
曜
労
働
 
 

が
定
期
的
に
行
わ
 
 

れ
て
い
る
産
業
分
 
 

野
と
し
て
、
ホ
テ
 
 

ル
・
飲
食
業
の
六
 
 

三
％
、
非
営
利
民
 
 

間
団
体
の
四
九
 
 

表11土曜・日曜弱・働への態度（％）  

連邦全体  十★…ト  

男     タイマー         平均  

もっと増やしていい  田  ロ  2  3  ロ   0  

現状適川で可  29  35  30  30  32  36  

減ら したい  33  35  33  32  35  32  

した く ない  31  26  30  31  28  26  

もっと増やしていい  田  ロ  2  田  田   ロ  

現状通りで可▲  27  42  30  29  32  42  

減ら したい  27  24  27  27  27  2〔）  

した く ない  36  28  34  6  7  28  

〔
土
曜
労
働
〕
 
 

〔
日
曜
労
働
〕
 
 出所：S．104，105，117，11軋  



開 法（473）  258  

表12 パートタイマーの比率（％）  あ
り
、
小
規
模
事
業
所
で
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
日
曜
労
働
は
そ
の
六
 
 

八
％
で
当
該
産
業
に
通
常
の
こ
と
と
し
て
、
一
門
％
で
は
交
替
制
と
L
て
、
 
 

二
％
で
は
残
業
と
L
て
行
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

設
後
に
、
日
曜
労
働
に
対
す
る
態
度
を
見
る
と
、
現
在
日
曜
労
働
に
従
 
 

事
し
て
い
る
看
で
は
表
‖
の
よ
う
に
、
二
分
の
一
に
引
き
続
い
て
応
じ
る
 
 

用
意
が
あ
る
〔
り
特
に
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
そ
の
傾
向
が
強
い
。
束
地
域
の
 
 

労
働
ネ
の
閃
三
％
は
‖
曜
労
働
に
応
じ
る
用
意
が
あ
る
 
（
内
地
域
で
は
二
 
 

九
％
）
。
そ
れ
で
も
全
体
的
傾
向
と
L
て
は
、
H
昭
労
働
は
相
変
わ
ら
ず
敬
 
 

遠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
週
末
に
与
、
子
h
れ
る
ま
と
ま
っ
た
休
口
の
代
替
 
 

が
提
供
さ
れ
な
い
こ
と
と
か
か
わ
る
。
週
末
は
豪
族
や
友
人
と
過
ご
す
こ
 
 

と
が
通
常
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
付
き
＜
‖
い
を
犠
牡
に
す
る
二
と
 
 

に
な
り
か
ね
な
い
り
 
†
供
の
 
 

い
な
い
大
姉
共
働
き
の
五
二
 
 

男  女  二平均   

西  東 H  全  休           フルタイ‾7－  80  89  97  61  82   

パートタイマー  20    3  39  18   

うち1－－14時間  15  6  14  四  14  15・17時間  8  皿  9  7  7  18－29時間  65  37  54  62  61 18  3034時間  13  53  23  17   

出所：S．123．  

七
 
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
 
 

九
止
年
に
は
全
円
で
労
働
 
 

省
の
山
八
％
か
パ
1
ト
タ
イ
 
 

マ
1
と
L
て
、
八
一
一
％
が
フ
 
 

％
で
は
、
少
な
く
と
も
片
〃
 
 

が
土
曜
に
定
期
的
に
勤
務
L
 
 

て
い
る
の
で
、
彼
ら
に
と
っ
 
 

て
週
末
を
一
緒
に
過
ご
す
二
 
 

と
は
す
で
に
制
約
さ
れ
て
い
 
 

る
。
 
 

も
よ
る
リ
 
バ
 
 

ー
ト
タ
イ
マ
 
 

ー
と
L
て
働
 
 

く
理
由
と
し
 
 

て
、
表
柑
を
 
 

み
る
と
、
現
 
 

在
パ
ー
ト
タ
 
 

イ
マ
ー
と
L
 
 

て
働
く
肴
の
 
 

四
分
の
二
一
は
 
 

か
つ
て
は
フ
 
 

ル
タ
イ
マ
ー
 
 

と
L
て
働
い
 
 

て
い
た
が
、
 
 

†
育
て
等
の
 
 

た
め
に
パ
ー
 
 

ト
タ
イ
マ
ー
 
 

几
○
 
 

ル
タ
イ
マ
ー
と
し
て
働
い
て
い
る
。
詳
L
く
は
表
は
の
通
り
。
女
他
の
う
 
 

ち
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
比
率
は
三
九
％
で
あ
り
‖
本
よ
り
は
る
か
に
高
く
、
 
 

男
性
の
そ
れ
は
二
一
％
で
あ
る
＝
東
西
で
明
確
な
違
い
が
あ
り
、
西
地
域
で
 
 

は
二
割
な
の
に
、
火
地
域
で
は
↓
‥
％
に
止
ま
る
。
こ
の
違
い
は
、
東
地
 
 

域
で
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
就
労
の
伝
統
が
な
く
、
女
性
が
主
に
フ
ル
タ
イ
 
 

マ
ー
の
就
労
形
態
に
関
心
を
■
小
す
こ
と
に
起
因
す
る
‖
 
さ
ら
に
は
件
別
役
 
 

割
分
頼
意
識
の
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
L
て
夫
が
家
事
・
育
ル
を
分
 
 

捏
す
る
程
度
が
異
な
り
、
そ
の
分
だ
け
凄
の
ね
机
の
程
度
が
違
う
二
と
に
 
 

左13 パートタイマーに転換Lた比＊とその押I11（％）  

什事の則■「lか■強い   

継続訓練のため   

出仲仁S．125．   
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表14 女性パートタイマー・フルタイマーの属性（％）  に
転
換
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
女
性
の
属
性
を
調
べ
る
と
、
表
H
に
よ
れ
ば
、
パ
ー
 
 

ト
タ
イ
マ
ー
に
は
、
年
令
で
三
五
～
四
四
オ
、
既
婚
で
多
数
の
子
供
持
ち
、
 
 

学
歴
は
低
い
と
い
う
特
徴
が
浮
か
び
上
が
る
。
さ
ら
に
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
 
 

の
な
か
で
過
当
た
り
労
働
時
間
を
‥
七
時
間
以
†
と
一
八
時
間
以
上
に
区
 
 

117  

時間   

く年齢〉  

18－24歳  2   

2534歳  22   33   

3544歳  40   2と主   

45歳以上   32  36   35   29   

平均年齢（オ）   42  41   42   38   

〈家族状態〉  

婚姻・同属・   76  74   74   52   

婚姻・別居  3   

独身  9   3l   

離婚  9   12   

死別   6  5   3   

〈世常規模〉  

1人   8  8   8   24   

2人  29   39   

3人  28   22   

4人以上   49  32   36   16   

〈子供の有無〉  

あり   72  64   66   37   

なし   28  36   34   63   

〈学歴〉  

見酬参業なしの基幹学校乍   14  12   6   

見酬茅業ありの基幹学校宰  25   19   
さらにl二級の学校卒  29  40   48   
アビトゥア取得  9   12   

人学人ト   12  14   13   15   

〈配偶者関係等〉  
夫なし   18  20   37   
夫あり  8〔）   63   

うfJ夫は働いていない  18   

働いている  

〔ニ竺子；了；－  四          88  82        96  97   5  3  4  3   

分
す
る
と
、
‥
七
時
間
以
†
の
僅
少
時
間
勤
務
者
に
は
年
令
的
に
は
三
上
 
 

～
四
四
才
、
多
数
の
子
持
ち
と
い
う
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
典
型
的
な
ケ
ー
 
 

ス
が
重
な
る
。
太
か
働
い
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
区
分
す
る
と
、
当
然
の
 
 

こ
と
な
が
ら
働
い
て
い
な
い
方
が
女
性
が
フ
ル
タ
イ
マ
Ⅰ
と
し
て
働
く
比
 
 

率
は
高
い
が
、
意
外
に
も
そ
の
相
違
の
程
度
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
既
 
 

婚
者
に
つ
き
r
 
 

出所：S．127，128．  

供
の
有
無
別
に
 
 

み
る
と
、
r
供
 
 

の
い
な
い
夫
婦
 
 

で
は
少
な
く
と
 
 

も
一
方
が
パ
ー
 
 

ト
タ
イ
マ
Ⅰ
な
 
 

の
は
二
門
％
で
 
 

あ
る
の
に
対
 
 

し
、
子
供
が
い
 
 

る
夫
柚
で
は
五
 
 

九
％
に
な
る
り
 
 

r
供
か
い
る
大
 
 

輔
で
少
な
く
と
 
 

も
い
ず
れ
か
が
 
 

パ
ー
ト
タ
イ
マ
 
 

ー
で
あ
る
の
は
 
 

西
で
は
七
〇
％
 
 

で
あ
る
の
に
対
 
 

し
、
東
で
は
∴
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表15 ノヾ－一トタイム女・性の諸特徴（％）  

酉  
十★小卜  

タイマー   

く産業分野〉   
鉱山・エネルギーー   

化学・土壌   2  

金属・電機電子」二葉  

そのほかの製造業  
建設業  

商業  
交通・通信  

そのほかのサービス業  

公務  
農業・林業そのほか  

東   全   体   

「 …フル   パート フル   
イマー…タイマー  タイマー≡タイマー   

2  3  3  

10  10   

2  同   

24  23   

29  31   

9  7 8 

9   

53   

8    12      49          43  田  

23 38 

1 10 13  10   

ロ  9  

ロ  

18  20  

46   

3  5 9 

7 6 

8   9          8         6  21        94    86  92  

く事業所規模〉  

14人  
599人  

100人以上  

5
 
1
 
4
 
 

1
 
6
 
2
 
 

く職業上の地位〉  

イ∴半熟練現業労働者  

熟練現業労働者  
二旺長・マイスタ→  

単純事務職員  

中クラス事務職員  

上級事務職貝  

官吏  

Q
U
 
「
〇
 
 
Ⅷ
 
 
7
 
7
 
5
 
Q
U
 
 

一
 
2
 
3
 
 

出所：S．130．  

九
二
 
 

八
％
に
止
ま
る
∪
 
東
西
間
で
顕
著
な
 
 

遠
い
が
あ
る
。
 
 
パ
 

ー
ト
タ
イ
マ
1
k
件
の
特
徴
を
 
 

雇
用
産
業
別
、
事
業
所
規
模
別
、
職
 
 

業
的
地
位
別
、
雇
用
期
限
の
有
無
別
 
 

に
み
る
と
、
表
ほ
の
よ
う
に
、
サ
ー
 
 

ビ
ス
業
、
小
規
模
事
業
所
、
熟
練
度
 
 

の
低
い
職
業
的
地
位
に
多
い
こ
と
が
 
 

分
か
る
り
 
ド
イ
ツ
で
は
パ
ー
ト
タ
イ
 
 

マ
女
性
の
九
割
は
期
限
の
定
め
な
 
 

し
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
 
 

日
本
と
異
な
る
。
 
 
 

フ
ル
タ
イ
マ
ー
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
 
 

ー
の
雇
川
形
態
に
関
す
る
希
望
を
聞
 
 

く
と
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
一
↓
0
％
 
 

は
で
き
れ
ば
フ
ル
タ
イ
マ
ー
と
し
て
 
 

働
き
た
い
。
こ
の
古
川
で
は
東
西
で
顕
 
 

著
な
違
い
が
あ
り
、
束
で
は
五
二
％
 
 

か
そ
れ
を
席
望
し
て
い
る
 
（
粥
で
は
 
 

九
％
し
。
フ
ル
タ
イ
マ
ー
で
働
〈
こ
と
 
 

を
希
望
す
る
者
に
そ
の
理
由
を
問
う
 
 

と
、
表
柑
の
よ
う
に
、
最
大
の
理
由
 
 

は
よ
り
多
く
の
収
入
を
得
た
い
こ
と
 
 

に
あ
る
。
東
西
間
で
異
な
る
の
は
、
 
 

女
性
の
家
事
・
育
児
の
負
担
が
少
な
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表16 ワルタイマ【に転換したい理由（％，複数回二答可）  

酉  東  全体   

家事負担がさほど重くないので，フルタイマーで働ける。   （53）  27  41   

今の私にとって，自由な時間よりも収人噌の方が必要だ。   （68）  75  

パートタイマーに什う不利益（舛進上の不利，隼金の少なさ，従業員   

給付の少なさ等）にもはや耐えられない。   
（45）  51  48  

私が相当している業務はパートタイマーとしては処哩しきれない。  （8）   l‖  9   

現に残業を十分しているので，いっそのことフルタイマーとして雇わ   

れたい。   
17  田  

そのほか   （9）  巴  8   

往：数字にカツコがついているのは，調査対象か50人以下であることを示す。  

出所：S．133．  

く
、
そ
れ
が
東
の
女
 
 

性
に
フ
ル
タ
イ
マ
ー
 
 

就
労
希
望
を
増
や
L
 
 

て
い
る
点
で
あ
る
．
 
 

他
ん
で
、
パ
ー
ト
タ
 
 

イ
マ
1
の
八
割
は
引
 
 

き
続
い
て
パ
ー
ト
タ
 
 

イ
マ
ー
と
し
て
働
き
 
 

た
い
。
そ
の
理
山
は
、
 
 

表
け
の
通
り
、
育
児
 
 

や
要
介
護
者
へ
の
世
 
 

話
と
い
う
家
庭
責
任
 
 

が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
 
 

東
西
で
異
な
る
の
 
 

は
、
家
事
仏
祖
、
趣
 
 

味
に
専
念
し
た
い
こ
 
 

と
、
税
金
L
の
理
由
 
 

が
丙
で
高
い
二
と
で
 
 

あ
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
 
 

∵
四
時
間
分
、
所
定
 
 

マ
ー
は
過
当
た
り
 
 
 

外
残
業
を
行
っ
て
お
 
 

り
、
そ
れ
は
換
算
す
 
 

れ
ば
フ
ル
タ
イ
マ
ー
 
 

ニ
〇
〃
人
分
の
雇
用
 
 

衷17 パートタイマーにとどまりたい理山（％，梗数l口】答叶）  

西  束  全体   

私が日々こなさなければならない家事景が多いので，フ／しタイマー勤   

務はできない。   
44  23  42  

育児止しくは要介護者の世話があるので。   54  54  54   

収入を増やすことよりも，パートナーと，・緒にし、る時間をより多〈碓   

保することの方が大切だ。   
26  15  25  

廿分で子育てをLたいので。   33  34  33   

個人的な趣味の時間を持ちたし、ので。   Z7  13  26   

文化的趣味（峡向鑑賞，観劇，洋楽川体の会月になる等）の時間を持   
1Z  8  

ちたいので。   

枚清的関心（市民運動，政見活動，政清碑」催しへの参加等）のために   

時間をとりたいので。   
4  4  4  

パートナ【と労働時間形態をあわせたいので。   15    15   

私にとってはパーートタイマーの仕事だけでも人変なfl担なので。   27  28  27   

フルタイマーは税食面で割に合わないので。   3  16   

そ♂）はか   8  ロ  8   
山所：S．134，   
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八
 
フ
レ
ッ
ク
ス
・
タ
イ
ム
制
 
 

七
〇
年
以
後
、
西
ド
イ
ツ
で
は
フ
レ
ッ
ク
ス
・
タ
イ
ム
削
が
急
速
に
普
 
 

及
し
て
き
た
。
七
一
‥
年
に
は
人
％
、
八
七
年
に
は
一
四
％
、
九
三
年
に
は
 
 

一
三
％
だ
っ
た
の
が
、
九
五
年
に
は
西
地
域
で
二
八
％
に
上
昇
し
た
。
同
 
 

年
に
束
地
域
で
は
‥
七
％
で
あ
る
。
こ
の
束
地
域
に
関
す
る
数
字
は
東
に
 
 

に
相
当
す
る
。
 
 
 

つ
ぎ
に
、
フ
ル
タ
イ
マ
ー
に
対
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
へ
の
雇
用
形
態
 
 

転
推
希
望
の
有
無
を
問
う
と
、
フ
ル
タ
イ
マ
ー
の
一
〇
％
が
一
時
的
に
（
ム
 
 

％
）
 
ま
た
は
長
期
的
に
 
（
五
％
）
 
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
働
き
た
い
‖
 
こ
の
 
 

点
で
は
東
西
間
の
違
い
は
な
い
。
し
か
し
男
女
間
で
は
顕
著
な
違
い
が
あ
 
 

り
、
そ
れ
を
希
望
す
る
の
は
フ
ル
タ
イ
マ
ー
女
性
の
一
八
％
で
あ
る
の
に
 
 

対
し
、
男
性
で
は
六
％
に
止
ま
る
n
 
フ
ル
タ
イ
マ
ー
は
平
均
で
現
在
週
三
 
 

九
・
四
時
間
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
で
き
れ
ば
一
∴
・
四
時
間
減
ら
し
て
二
 
 

」
ハ
時
間
勤
務
に
し
た
い
と
希
望
し
て
い
る
。
そ
の
希
望
通
り
に
働
く
と
し
 
 

て
試
算
す
る
と
、
フ
ル
タ
イ
マ
ー
八
八
〃
人
分
の
職
場
が
増
え
る
り
 
パ
ー
 
 

ト
タ
イ
マ
ー
へ
の
転
換
希
望
者
に
対
し
て
そ
の
理
由
を
問
う
と
、
表
柑
の
 
 

通
り
、
趣
味
の
時
間
を
増
や
し
た
い
、
家
族
の
世
話
を
し
た
い
、
パ
 
 

ナ
ー
と
一
緒
に
い
る
時
間
を
増
や
し
た
い
こ
と
に
よ
る
。
東
西
の
比
較
で
 
 

は
、
楕
栃
的
余
暇
利
川
臼
的
が
何
で
強
い
。
他
方
で
、
フ
ル
タ
イ
マ
ー
の
 
 

九
割
は
引
き
続
い
て
フ
ル
タ
イ
マ
Ⅰ
と
し
て
働
き
た
い
。
そ
の
理
由
を
問
 
 

う
と
、
表
柑
の
よ
う
に
、
現
在
の
収
人
を
減
ら
せ
な
い
（
特
に
男
性
、
西
）
、
 
 

現
在
の
地
位
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
は
こ
な
せ
な
い
（
特
に
、
男
件
、
束
）
 
 

。
 
 

が
多
い
 
 

表18 フルタイマーがパ【トタイマー一に転換したい理山（％，複数回答可）  

束  西   
全  体  

男  女  平＃J   

Fどもがまだ手のかかる年齢なので。   27  37  17  37  29   
子どもを幼稚園または保育所に人れたいが，それが見つからない   

4    2  5  4   
Cりで。   

【1々の家事を片付けたいので。   28  34  15  4〔I  29   

もっと家族の世話をしたいので。   38  42  46  34  39   

高い収入を得ることよりも，パーートナーーと一緒にいる時間をよリ   

多〈確保するガが大切だ。   
37  26  43  30  35  

個人的な趣味にあてる時間を増やしたいので。   49  37  50  45  47   
文化的趣味（観劇，芸術サーークルに仙人する等）の時間を増やし   
たいCりで。   

33  20  32  3（）  31  

政清的関心（市民運動等）のための時間を増やしたいので。   12  3  14  8  田   

私にとっては，今の什事の貞Ⅲが重すぎるので。   28  40  31  29  29   
そグ）ほか   8  14  9  

Ⅲ所：S．138．   
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表19 フルタイマーにとどまりたい理由（％，複数回答可）  

束  西   全  体  
男  女  平均   

収入を減らすことはできない。   57  64  60  54  59   
収入を減らしたくない。   53  54  54  53  54   

さもなければ職業生活を続けることができないので。   16  12  15  15  15   
すでにこの勤務形態に慣れているのでこれを変えたくない。   18  16  17  17  17   

さもなければ昇進が遅れるかもしれないので。   12  4  田  9  10   

さもなければ，知人・友人のあいだで評判を落すので。   2  2  2  2   2   

パート労働は社会的評価が砥いので。   2  2  2  2   2   

私の地位はパートタイマーでは務まらない。   25  18  26  17  24   

この労働時間形態でパートナーと適しているので。   5  5  5  6   5   

19  29  20  24  21   

たとえパートタイマーになってもフルタイ「7－－と同様に働らかね   

ばならないので。   

私の租当業務はフルタイマーにしかできない。   パートタイマーでは社会的に不安定万ので。  12  17  12  16  13      34  35  38  25  34   
出所：S．139．  

る
と
、
表
2
0
の
よ
う
に
人
規
模
事
業
所
ほ
ど
普
及
し
て
い
る
。
産
業
分
野
 
 

別
に
見
る
と
、
公
務
（
∴
四
％
∵
 
サ
ー
ビ
ス
業
（
二
人
％
）
で
高
い
。
し
 
 

か
し
意
外
に
も
製
造
業
で
も
高
〈
∴
五
％
で
あ
る
。
フ
レ
ッ
ク
ス
・
タ
イ
 
 

ム
別
の
通
用
は
職
業
的
地
位
別
に
見
る
と
、
官
吏
、
事
務
職
臭
お
よ
び
現
 
 

業
労
働
者
の
地
位
に
関
わ
ら
ず
高
ま
り
つ
つ
あ
る
が
、
斗
然
の
こ
と
な
が
 
 

ら
暮
務
職
員
で
最
も
高
い
り
 
そ
れ
ぞ
れ
適
用
率
は
二
二
、
二
ハ
お
よ
げ
∴
 
 

∴
％
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
を
、
‥
口
の
労
働
時
間
の
枠
内
で
そ
の
配
置
に
関
し
て
だ
け
裁
量
 
 

が
あ
る
限
定
刑
巨
と
、
労
働
時
間
配
置
の
み
な
ら
ず
、
一
日
当
た
り
の
長
さ
 
 

も
H
に
よ
〔
て
異
な
ら
せ
て
も
よ
い
拡
張
刑
⊥
の
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
と
、
 
 

拡
張
刑
十
か
四
分
の
三
を
パ
め
る
り
 
 
 

続
け
て
、
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
を
も
っ
と
詳
し
く
見
る
と
、
表
別
の
よ
 
 

う
に
な
る
。
い
ず
れ
の
タ
イ
プ
で
も
た
い
て
い
コ
ア
タ
イ
ム
が
定
め
ら
れ
 
 

て
い
る
。
拡
張
刑
上
で
は
過
当
た
り
時
間
貸
借
は
↓
○
時
間
を
超
え
て
も
よ
 
 

九
九
 
 
 

と
っ
て
は
高
い
。
西
地
域
で
は
そ
れ
 
 

だ
け
の
数
字
に
達
す
る
の
に
山
五
年
 
 

聞
か
か
っ
た
。
性
別
に
み
る
と
、
西
 
 

で
は
違
い
は
な
い
が
、
東
で
は
男
性
 
 

一
四
％
に
対
し
女
性
二
一
％
で
あ
 
 

る
し
 
こ
の
違
い
は
束
の
女
性
か
事
務
 
 

職
員
と
し
て
、
ま
た
は
フ
レ
ッ
ク
ス
・
 
 

タ
イ
ム
削
が
適
用
さ
れ
て
い
る
部
署
 
 

で
就
労
し
て
い
る
比
率
が
高
い
こ
と
 
 

に
よ
る
。
 
 
 

適
用
状
況
を
事
業
所
規
模
別
に
姐
 
 

表20 フレックス・タイム制の適用率  

（事業所規層別，％）  

男   女  全体   

1－20人  14   12   13   

21・一一99人  22   14   20   

川0人以上  39   3（）   38   

1†（  均  28   17   26   

出所：S．145．  
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表21フレックス・タイム制の特徴（％）  く
、
そ
の
調
整
期
間
は
定
め
・
ゎ
れ
て
い
な
い
か
、
定
め
ら
れ
て
い
て
も
三
 
 

週
を
超
え
て
い
る
1
 
ド
イ
ツ
で
は
フ
レ
ッ
ク
ス
・
タ
イ
ム
制
に
関
L
て
法
 
 

律
規
定
か
な
い
た
め
に
、
多
様
な
タ
イ
プ
が
あ
る
。
 
 
 

つ
ぎ
に
フ
レ
ソ
ク
ス
・
タ
イ
ム
制
で
そ
の
労
働
時
間
を
計
測
す
る
方
法
 
 

別
に
、
自
分
で
時
間
測
定
す
る
方
式
と
タ
イ
ム
カ
ー
ド
方
式
（
N
e
i
t
e
r
f
a
s
s
u
n
・
 
 

g
s
s
y
s
t
e
m
」
に
分
け
る
と
、
前
者
は
二
四
％
、
後
者
は
六
一
％
で
、
大
規
 
 

模
事
業
所
ほ
ど
タ
イ
ム
カ
ー
ド
方
式
が
普
及
L
て
い
る
。
 
 
 

実
際
に
フ
レ
ッ
ク
ス
・
タ
イ
ム
制
の
適
用
を
受
け
て
い
る
労
働
者
の
運
 
 

くフレックス・タイム枠〉   

枠なL   10   39   

10時間以内   25   21   23   

10．112時間   30   9   25   

12時間以仁   30   23   28   

平均時間（時間）   

8   35   

拡張型  限定型  平 均        田                              9．6  8．6  9．4   
くコアタイム〉  

完三めなL   15  

6時間以内   43   25  38   

6．1～7．5時FH」   27   

7．6時間以上   19   28   20   

平均時間（時間〕   6．4  6．8  6．4   

く峠l礼拝L倍I）〉   

限界なL   

10暗闘以l勺   

1014時間   

15時間以」二   

定めなL   

12週間   

34週㈲   

5週間以上   四        12    27    32  平均時問（時間）  18．2  く調整期㈹）  43      ロ    36    13  平均週（過）  8．3   ム
制
を
使
用
L
た
経
験
の
あ
る
者
ほ
ど
支
持
す
る
比
率
が
高
く
て
四
三
％
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

フ
レ
ッ
ク
ス
・
タ
イ
ム
別
の
展
開
は
ま
だ
限
淋
に
達
し
て
は
い
な
い
。
 
 

最
近
六
年
間
に
そ
の
適
用
対
象
は
一
〇
％
ほ
ど
拡
人
し
た
に
も
か
か
わ
ら
 
 

ず
、
八
九
年
以
来
、
そ
の
週
間
を
希
望
す
る
舌
の
比
率
は
∵
肯
し
て
門
割
 
 

で
あ
る
。
東
地
域
で
も
そ
れ
は
す
で
に
∵
二
％
に
達
す
る
。
フ
レ
ッ
ク
ス
∴
 
 

タ
イ
ム
制
の
適
用
を
受
け
て
い
る
労
働
者
の
な
か
で
酉
で
二
割
は
そ
の
勤
 
 

務
時
間
帯
を
頻
繁
に
変
更
L
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
大
多
数
は
そ
の
時
 
 
 

注二「L口】答なし」を除いている、1  

出所：S．1姻．  

九
六
 
 

用
ぶ
り
を
見
る
と
、
い
ず
れ
の
タ
イ
プ
で
も
八
 
 

割
の
労
働
省
は
そ
の
始
業
・
就
業
時
刻
を
固
定
 
 

し
て
い
る
い
 
二
れ
は
偶
々
人
の
時
間
帯
に
つ
き
 
 

職
場
で
調
整
を
L
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
∪
 
 
 

こ
の
労
働
時
間
形
態
は
ま
た
労
働
者
か
ら
歓
 
 

迎
さ
れ
て
い
る
形
態
で
も
あ
る
。
西
で
労
働
舌
 
 

の
八
五
％
か
、
束
で
八
二
％
が
こ
れ
に
メ
リ
ッ
 
 

ト
を
感
じ
て
い
る
‖
 
デ
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
て
い
 
 

る
の
は
東
西
計
川
％
で
あ
る
。
そ
の
メ
リ
ッ
ト
 
 

と
は
、
自
由
時
間
の
使
い
方
に
計
画
を
立
て
や
 
 

す
い
こ
と
、
好
都
合
な
時
聞
常
に
職
場
で
仕
事
 
 

で
き
る
こ
と
、
†
持
ち
に
と
っ
て
は
学
校
の
時
 
 

間
帯
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
二
と
、
大
姉
 
 

で
は
パ
ー
ト
ナ
ー
の
耶
人
口
に
調
整
で
き
る
こ
と
 
 

な
ど
で
あ
る
り
 
さ
ら
に
西
の
労
働
者
の
一
二
一
．
％
 
 

は
労
働
者
の
労
働
時
間
主
権
に
と
っ
て
価
値
あ
 
 

る
と
受
け
止
め
、
こ
れ
は
フ
レ
ッ
ク
ス
・
タ
イ
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叢
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吋
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詰
寄
‥
S
」
訝
」
宗
一
－
悪
．
 
 

鮒
N
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淋
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撒
き
ト
3
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表23 労働時間主権の有無（職業的地位別，％）  

西  東  連邦全体  

事 務   

労働者  職 員  官吏  現 業  事 務   官吏  現 業  事 務  官吏  男  女  平均  

あり  15  28  18  ロ  18  （10）  13  27  18  四  20  21   

なし  84  71  81  93  81  （88）  86  田  82  78  79  78   

注：「回答なし」を除いている。  
出所：S．171，172．  

九
 
労
働
時
間
希
望
と
そ
の
実
際
 
 

九
三
年
調
査
と
同
様
に
九
五
年
も
 
 

労
働
者
の
労
働
契
約
上
の
、
実
際
の
、
 
 

お
よ
び
希
望
す
る
労
働
時
間
を
調
べ
 
 

た
。
表
2
2
の
通
り
む
 
両
地
域
で
は
、
 
 

過
当
た
り
平
均
で
実
際
は
二
八
∴
 
 

時
間
 
（
九
三
年
は
三
八
・
五
時
問
）
、
 
 

労
働
契
約
上
は
三
五
・
一
時
間
（
九
二
一
 
 

年
は
三
六
・
〇
時
間
）
、
希
望
は
三
関
・
 
 

一
時
間
 
（
九
三
年
は
三
関
・
丘
時
間
）
 
 

だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
労
働
契
約
上
 
 

の
労
働
時
間
と
実
際
の
そ
れ
の
隔
た
 
 

り
は
大
き
い
。
そ
れ
は
主
に
残
業
に
 
 

起
出
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
減
 
 

ら
し
た
い
と
い
う
希
望
も
ま
た
強
い
。
 
 

も
し
仮
に
実
際
の
労
働
時
間
を
希
望
 
 

す
る
労
働
時
間
に
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
 
 

そ
れ
に
よ
り
計
算
上
は
二
六
〇
万
人
 
 

の
フ
ル
タ
イ
マ
ー
の
雇
用
機
会
が
増
 
 

え
る
り
 
 
 

西
地
域
に
比
べ
て
、
東
で
は
そ
れ
 
 

ら
の
数
字
は
い
ず
れ
も
高
い
。
そ
れ
 
 

間
帯
を
同
定
さ
せ
て
い
る
。
 
 

し
て
い
る
。
職
 
 

業
的
地
代
別
に
 
 

見
る
と
、
事
務
 
 

職
月
で
高
い
の
 
 

は
理
解
で
き
る
 
 

が
、
意
外
に
も
 
 

現
業
労
働
者
で
 
 

も
一
割
が
自
分
 
 

で
決
め
て
い
 
 

る
。
労
働
時
間
 
 

形
態
別
に
見
る
 
 

と
、
表
2
4
の
通
 
 

り
。
こ
こ
で
」
父
 
 

九
八
 
 

ぞ
れ
四
㌻
二
一
時
間
、
二
八
・
五
時
間
、
二
七
∴
一
時
間
で
あ
る
り
 
た
だ
、
実
 
 

際
の
労
働
時
間
と
希
望
す
る
そ
れ
の
隔
た
り
が
四
時
間
で
あ
る
点
は
同
じ
 
 

だ
。
東
で
前
記
と
同
様
に
実
際
の
労
働
時
間
を
希
望
す
る
労
働
時
間
と
同
 
 

じ
に
す
る
な
ら
ば
計
算
上
は
六
〇
万
人
の
フ
ル
タ
イ
マ
ー
の
職
場
が
増
え
 
 

る
こ
と
に
な
る
。
東
西
で
合
計
す
れ
ば
三
二
〇
万
人
分
だ
む
 
 
 

特
徴
的
な
こ
と
は
、
西
地
域
の
女
性
の
労
働
時
間
希
望
は
二
円
∴
二
時
間
 
 

（
東
は
三
川
時
間
）
 
と
特
に
短
く
、
そ
れ
は
家
事
・
育
児
を
こ
な
す
必
要
 
 

性
に
由
来
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
て
は
東
西
間
で
顕
著
な
相
違
が
あ
 
 

る
h
 
 
 つ

ぎ
に
、
労
働
時
間
主
権
、
す
な
わ
ち
、
労
働
省
が
そ
の
時
間
帯
を
∩
 
 

ら
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ポ
＝
か
を
見
る
と
、
表
2
3
の
過
り
だ
、
J
 
男
女
 
 

間
に
相
違
は
な
く
、
東
西
間
の
そ
れ
は
明
確
だ
む
 
二
割
の
労
働
省
が
決
定
 
 

表24 労働時間主権の有無  

（労働時間形態別，％1  

あり  なし   

（交替削勤務〉   

定期的に   6  94  

まれに／なし   23  76   

〈フレックス・タイム制）   

通用あり   41  58  

適用なし   14  85   

〈労働時間〉   

フルタイマー   20  80  
パートタイマー   25  74   

1F  ＃J   21  78   

出所：S．174   
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衷Z5 育児のために労働時間を変更した者の比率（％）   蕃
制
で
、
か
つ
、
自
己
決
定
し
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
、
子
持
ち
で
自
分
 
 

の
都
合
の
つ
く
時
間
帯
し
か
働
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
了
解
さ
れ
て
い
る
 
 

者
で
あ
る
じ
他
方
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
平
均
以
上
に
自
己
決
定
が
多
 
 

い
。
労
働
時
間
主
権
の
テ
ー
マ
は
ド
 
 

女  男  平均  
6オ未満  6／4‾以上  平均  6オ未満  6オ以上  平均   

西   46  43  田  20  15  17  28   
東   30  20  22  14  9  10  16  

平均   43  37  38  20  14  16  25   

1993年平均  68  38  47   3  3   3  19   

出所：S，229，230．  

イ
ツ
で
は
労
働
の
人
間
化
の
中
心
的
 
 

内
答
と
し
て
、
お
よ
び
社
会
調
和
的
 
 

な
労
働
時
間
形
成
の
た
め
に
重
要
視
 
 

さ
れ
て
い
る
。
 
 

十
 
職
業
生
活
の
転
機
 
 
 

－
r
育
て
の
た
め
の
労
働
時
間
変
更
 
 

表
2
5
か
ら
「
子
育
て
の
た
め
に
自
 
 

分
の
労
働
時
間
を
変
更
し
た
か
、
ま
 
 

た
は
変
更
せ
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
か
」
 
 

の
閃
い
へ
の
回
答
を
見
る
と
、
西
で
 
 

は
幼
い
子
供
を
抱
え
る
夫
婦
で
労
働
 
 

時
間
変
吏
す
る
比
率
が
高
い
こ
と
が
 
 

特
徴
的
で
あ
る
。
女
性
の
四
割
強
、
 
 

男
性
竺
一
割
近
く
が
そ
れ
に
該
巧
す
 
 

る
。
そ
れ
を
男
女
別
に
分
類
す
る
と
 
 

変
更
し
た
者
の
う
ち
九
た
年
で
も
六
 
 

二
％
は
女
性
だ
り
 
こ
の
よ
う
に
子
供
 
 

の
誕
生
は
、
特
に
女
性
に
と
っ
て
し
 
 

ば
L
ば
そ
の
職
業
生
活
に
転
機
を
も
 
 

た
ら
す
。
そ
れ
で
も
 
 

男
性
の
な
か
で
も
変
 
 

化
は
あ
り
、
労
働
時
 
 

間
変
更
し
た
酉
の
男
 
 

性
は
九
三
年
調
査
で
 
 

は
わ
ず
か
に
三
％
だ
 
 

っ
た
の
が
、
九
五
年
 
 

調
査
で
は
一
七
％
に
 
 

上
昇
し
て
い
る
。
男
 
 

性
が
次
第
に
家
事
・
 
 

育
児
に
関
わ
る
傾
向
 
 

が
強
ま
る
こ
と
は
理
 
 

解
で
き
る
に
し
て
も
、
 
 

急
激
な
変
化
で
あ
 
 

る
。
九
九
午
に
は
子
 
 

育
て
の
た
め
に
労
働
 
 

時
間
変
更
し
た
者
は
 
 

西
で
二
八
％
 
（
九
二
 
 

年
に
は
一
九
％
）
 
で
 
 

あ
る
。
こ
の
点
、
束
 
 

で
は
一
六
％
で
あ
 
 

る
。
子
持
ち
夫
婦
の
 
 

な
か
て
男
性
が
労
働
 
 

時
間
を
変
更
し
た
ケ
 
 

ー
ス
の
内
訳
を
見
る
 
 

表26 育児に付し一分働時間変更した理由（％）  

西  東  

男  女  ・平均  男  女  平均   

第三者の援助がないので。   57  36  四  47  （27）  45   

幼稚聞に人れるには年齢が低すぎるので。   l＝  Z6  ZO  22  （14）  22   

幼稚園の空きがないので。   2  3  2  2  2   

午前り■だけ子どもを世話Lてもらえるので。   2  4  3    （5）  ロ   

丁どもを世話する施設の利用時問が不便で足りな   

いので。   
5  6  6  3  （5）  3  

学校の始業・終業時刻がひんばんに変るので。  4  10  8  4  （8）  5   

注ニ「垣l答なL」を険し、ている。  

州所：S．237，261．   
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表27 ヨーロッパ諸国における性別役割分机意儲（1987年，％）  と
、
妻
が
フ
ル
タ
イ
マ
ー
で
働
い
て
い
る
場
合
の
二
四
％
、
パ
ー
ト
タ
イ
 
 

マ
ー
で
働
い
て
い
る
場
A
‖
の
一
八
％
、
妻
が
働
い
て
い
な
い
場
合
の
二
一
 
 

％
で
あ
り
、
妻
の
就
労
の
有
無
お
よ
び
そ
の
形
態
と
密
接
に
関
連
し
て
い
 
 

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
り
 
そ
れ
で
も
男
性
が
変
更
し
た
事
例
で
、
塞
が
働
 
 

い
て
い
る
か
不
［
か
を
見
る
と
、
働
い
て
い
な
い
の
は
五
二
％
で
、
働
い
て
 
 

い
る
の
は
四
七
％
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
束
で
も
同
じ
で
あ
る
。
了
育
て
 
 

男女は同じ役   女性は働くベ   女性は  働くベ  

割を果すべきだ   きである  きでは  ない  

男  女  男  女  男  

テ、ン マ ー ク  51  55  28  24   
イ ギ リ ス  

ス ペ イ ン  

フ フ ン ス  

オ ラ ン ダ  

ポ ルト ガ ル  

ギ リ シ ャ  

イ タ リ ア  

アイルランド  

ベ ル ギ ー  

ド  イ  ツ  

ルクセンブルグ  19  21  29  31  43  

注二これは「そのほか」「回答なし」を除いている。  

出所：WSIMitteilungen7／1996，S．431．  

－
ト
タ
イ
マ
 
 

Ⅰ
は
育
軋
と
 
 

職
業
生
活
を
 
 

両
立
さ
せ
る
 
 

た
め
の
ほ
と
 
 

ん
ど
唯
一
の
 
 

労
働
時
間
形
 
 

態
で
あ
る
。
 
 

こ
の
点
は
F
l
 
 

本
と
共
通
し
 
 

て
い
る
。
参
 
 

考
ま
で
に
ヨ
 
 

ー
ロ
ッ
パ
諸
 
 

国
に
お
け
る
 
 

性
別
役
割
分
 
 

担
意
識
の
調
 
 

‥
0
0
 
 
 

に
作
っ
て
労
働
時
間
を
変
更
す
る
理
由
を
什
別
に
見
る
と
、
表
2
6
の
通
り
 
 

で
あ
る
。
東
西
と
も
六
オ
未
満
の
†
供
を
抱
え
る
労
働
者
は
そ
の
労
働
時
 
 

間
を
変
更
さ
せ
て
い
る
。
変
更
が
必
嬰
な
理
由
は
東
西
と
も
「
第
三
者
の
 
 

援
助
に
欠
け
る
か
ら
」
 
で
あ
る
。
も
っ
と
も
西
の
女
性
の
2
6
％
、
火
の
一
 
 

円
％
は
子
供
が
幼
稚
㈲
に
入
る
に
は
年
令
が
低
す
ぎ
る
の
で
労
働
時
聞
を
 
 

変
更
し
た
じ
 
そ
の
背
景
に
は
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
保
育
施
設
の
不
足
が
あ
 
 

る
。
 
 
 

西
の
女
性
に
と
っ
て
は
惟
別
役
割
分
川
（
G
e
s
〔
h
－
e
〔
h
t
s
s
p
e
z
i
f
i
k
完
e
S
・
 
 

c
h
】
e
c
h
t
s
s
p
e
z
i
f
i
s
c
h
e
A
r
b
e
i
t
s
t
e
こ
u
コ
g
）
の
伝
統
の
強
さ
の
ゆ
え
に
、
パ
 
 

表28 育児に伴う労働時間変更の種類（西のみ，％）  

変 更 の 種類   男  女  平均   

フルタイマーからパートタイマーヘ  6  65  43   

パートタイマーからフルタイマーへ    3  2   

フレックス・タイム利通用に   15  
フレックス・タイム制の適用なくなる  

土曜労働をやめる   

土曜労働を始める   2  

日曜労働をやめる   

時間外労働をやめる   8   

時間外労働を始める   6  2   

交替制勤務からはずれる   

交替制勤務に従事するように   J  2   

そのほか   18   

注：「［し1】答なし」を除外している。  

山所：S．236．   
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表29 配偶者の労働時間変更（丙のみ，％）  奄
結
果
を
紹
介
し
て
お
く
 
（
表
2
7
参
照
七
 
 
 

つ
ぎ
に
、
子
育
て
に
伴
っ
て
労
働
時
間
を
変
更
し
た
者
に
変
更
の
種
類
 
 

を
問
う
と
、
表
2
8
の
通
り
、
男
女
間
で
顕
著
な
相
違
が
あ
る
。
西
の
女
性
 
 

の
六
五
％
は
フ
ル
タ
イ
マ
ー
か
 
 

男  女  

変更  変更  平均  
平均  平均   

あー）   あリ   

変更した   24  12  14  6  4  5  10   

職業活動を一時中断した  41  47  45  ロ  2  ロ  28   
変更なし   23  30  28  80  79  80  48   

注：「lロ］答なし」を除いている。  

出所：S．239．  

ら
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
へ
の
転
換
 
 

で
あ
る
の
に
対
し
、
男
性
の
そ
 
 

れ
は
六
％
で
あ
る
。
西
の
男
件
 
 

が
子
育
て
の
た
め
に
労
働
時
間
 
 

変
更
す
る
と
き
に
は
、
フ
ル
タ
 
 

イ
マ
ー
で
あ
る
こ
と
を
維
持
し
 
 

た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
形
態
は
 
 

一
五
％
は
フ
レ
ッ
ク
ス
・
タ
イ
 
 

ム
軋
へ
の
変
更
、
八
％
は
残
業
 
 

を
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
 
 

六
％
は
残
業
を
増
や
す
こ
と
で
 
 

あ
り
、
五
％
は
交
替
制
勤
務
へ
 
 

の
変
更
で
あ
る
。
こ
こ
で
新
た
 
 

バ
ー
す
る
た
め
に
夫
が
残
業
に
 
 

に
時
間
外
労
働
を
引
き
受
け
る
 
 

事
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
妻
に
 
 

収
入
減
少
が
牛
じ
、
そ
れ
を
カ
 
 
 

従
事
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
 
 

れ
ら
の
変
更
で
は
五
九
％
は
本
 
 

人
の
試
で
は
自
分
で
そ
の
仕
事
 
 

の
段
取
り
を
都
A
‖
で
き
る
と
の
 
 

は
妻
の
労
働
時
間
変
更
だ
 
 

け
で
は
十
分
に
対
応
で
き
 
 

な
い
場
合
に
夫
b
変
更
し
 
 

て
い
る
と
い
う
こ
と
た
ろ
 
 
 

、
つ
カ
 
 
 

つ
ぎ
に
、
大
姉
と
b
フ
 
 

ル
タ
イ
マ
ー
で
働
い
て
い
 
 

る
事
例
で
、
「
育
て
に
も
 
 

か
か
わ
ら
ず
夫
婦
と
も
そ
 
 

の
労
働
時
間
を
変
更
し
な
 
 

か
っ
た
場
A
‖
に
変
更
し
な
 
 

く
て
す
ん
だ
理
由
を
見
る
 
 

と
、
表
3
0
の
通
り
だ
。
こ
 
 

れ
を
見
る
と
束
で
は
夫
の
 
 

協
力
態
勢
が
あ
る
お
か
げ
 
 

で
は
な
く
、
む
し
ろ
保
育
 
 

こ
と
だ
。
お
そ
ら
く
非
公
式
の
話
L
合
い
に
よ
り
労
働
時
間
を
変
更
し
て
 
 

い
る
ら
の
と
推
測
さ
れ
る
。
東
で
は
子
育
て
に
伴
い
女
性
が
労
働
時
間
変
 
 

更
す
る
比
率
H
体
が
ま
ず
低
く
二
二
％
 
（
西
で
は
円
E
％
）
 
だ
L
 
男
惟
で
 
 

は
山
割
だ
。
束
の
女
性
が
労
働
時
間
を
変
更
す
る
と
き
に
は
四
三
％
は
パ
 
 

ー
ト
タ
イ
マ
ー
へ
の
転
撫
で
あ
る
。
 
 
 

夫
婦
の
一
〃
か
子
育
て
に
伴
っ
て
労
働
時
間
を
変
更
L
た
と
き
に
、
配
 
 

偶
者
の
労
働
時
間
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
表
2
9
に
よ
れ
ば
、
男
性
が
変
更
し
 
 

た
事
例
で
は
妻
b
仕
事
を
や
め
た
り
変
更
す
る
比
率
が
高
い
の
に
対
し
、
 
 

女
性
が
変
更
し
て
い
る
事
例
で
は
大
半
の
人
は
変
更
な
し
で
あ
る
h
 
こ
れ
 
 

表30 大輔ともフルタイマーで，かつ，「育てに仰  

い労働時間を変史Lないケーースの理由（％）  

西  東  

労  ー女  男  

夫婦で協力しあうことで合意で   

きているので   
26  35  円  

配偶者がそれを引きうけるので  41  15  41  

子どもは施設で世話されるので   6  9  22  

第三者に援助してもらうので  2（）  30  田  

注：「回芥なし」を除く。  
出所：S．241，262．   
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表31丁持ち大輔の家事・育児分担度（％）  

男  女  

＼、  
（フルタイマ→のみ）  ははフルタイマー）  

全体、   平均   

妻は  妻は   十十‥ト  フル   
男  女‾  

〈家事分担〉  

本人がやる   3 3 86  ロ  75  

配偶者がやる  93  78  ▲  3  

14   20  

共同分抑    22  42           第三者の援助による     3   6   3  

2  60  

ロ  田  

く家事分拙〉  

本人   ロ  ロ  3   79  2  62  
配偶者  75  

3  

共同分担  23  
3二i  

第三者の援助による  2  ロ   

卜
西
地
域
1
－
－
し
 
 

′
」
東
地
域
し
 
 

〈育児分担〉  

本人  

配偶者  
共同分租  

1
 
3
 
仁
U
 
 

【
－
 
リ
ー
 
 

1
 
9
 
0
 
 

2
 
7
 
 

2
 
り
′
】
 
仁
U
 
 

6
 
 
 
 
3
 
 

4
 
4
 
1
 
 

4
 
 
 
 
5
 
 

4
 
「
n
 
1
 
 

4
 
 
 
 
5
 
 

l
 
Q
U
 
1
 
 

2
 
∩
′
】
 
5
 
 出所：S．297，324．  

一
〇
二
 
 

所
の
整
備
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
‥
取
近
の
 
 

束
地
域
に
お
け
る
甘
回
失
業
の
も
と
で
、
家
族
の
う
ち
一
人
だ
 
 

け
で
も
稼
ぎ
手
を
確
保
し
ょ
う
と
夫
が
仕
事
を
優
先
さ
せ
る
 
 

た
め
に
大
の
協
力
態
勢
が
弱
ま
っ
て
い
る
と
い
う
特
殊
な
事
 
 

情
に
よ
る
。
再
統
一
前
に
は
夫
の
協
力
度
は
は
る
か
に
高
か
 
 

っ
た
。
 
 
 

子
育
て
の
必
要
性
が
あ
り
な
が
ら
も
労
働
時
間
を
変
更
し
 
 

な
か
っ
た
労
働
者
は
た
い
て
い
男
性
で
あ
る
（
酉
で
七
〇
％
、
 
 

東
で
五
四
％
）
。
そ
の
理
由
は
丙
で
は
パ
ー
ト
ナ
ー
が
そ
れ
を
 
 

引
き
一
せ
け
た
か
ら
で
あ
り
（
七
四
％
）
、
東
で
は
そ
れ
は
⊥
六
 
 

％
だ
。
東
で
の
理
巾
は
、
一
五
％
は
†
供
は
制
度
的
に
世
話
 
 

し
て
も
ら
え
る
か
ら
で
あ
り
、
一
七
％
は
祖
父
母
等
の
第
二
J
 
 

者
が
世
話
で
き
る
か
ら
で
あ
る
ト
 
 
 

ニ
の
よ
う
な
夫
婦
の
家
事
・
育
児
協
力
状
況
の
背
景
を
探
 
 

る
た
め
、
そ
も
そ
も
芙
如
問
で
家
事
・
育
児
を
ど
の
よ
う
に
 
 

担
当
L
て
い
る
か
を
問
う
た
し
 
表
別
に
よ
れ
ば
、
妻
が
働
い
 
 

て
い
る
場
A
‖
、
家
事
参
加
度
は
東
西
間
で
人
差
は
な
く
、
フ
 
 

ル
タ
イ
マ
ー
で
あ
れ
ば
二
二
～
二
三
％
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
 
 

で
あ
れ
ば
四
一
㌫
空
し
共
同
分
拍
で
あ
る
。
し
か
し
、
育
児
へ
 
 

の
参
加
で
は
少
し
異
な
り
東
の
男
性
の
参
加
度
が
高
い
じ
 
 

〓
 
公
式
お
よ
び
非
公
式
の
労
働
へ
の
時
間
配
分
 
 

こ
こ
で
は
労
働
時
間
の
他
に
公
式
お
よ
び
非
公
式
の
社
会
 
 

的
仕
事
 
（
例
、
子
育
て
）
 
へ
の
時
間
配
分
を
調
べ
た
じ
 
幼
い
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表32 子育てを負う者の時間配分（時間）  

男  女  平  均  男，ただ  

パート  平均   フル  パート  坪ゼJ  フル  ∵十‥ト   し，妻がフ  
ルタイマ                   合計  

タイマ【  タイマー  タイマー  タイマー  タイマー  タイマー  ーで勤務   

労働時間 ＋通勤時間  46．3  （28．6）  45．8  43．8  24．5  35．4  45．6  24．8  41．5  4 

家事・育児に  賛す時間      17．2      36．5      23．4  21．1   
自分の用事      9．3      5．2      7．6  9．7   

域  

介護   0．6  （1．3）  0．6  O■6  0．8  0．7  0．6  0．9  0．7  0．9   

合  計  73．3  （59．6）  72．9  77．9  72．4  77．8  73．4  72．0  73．2  76．8   

労働時間 十通勤時間  48．5  （32．5）  48．1  44．7  31．8  41．8  47．0  31．9  45．3  48．5   
家事・青草に  賛す時間      17．4      30．5      23．9  18．8   
自分の用事      13．1      7．0      10．3  13．1   

域 

介護   0．8  （1．9）  0．9  1．3  2．0  1．5  1．0  2．0  1，2  0．8   

合  計   79．9  （57．8）  79．5  81，8  77．0  80．8  81．1  76．1  80．7  81．2   

卜
西
地
 
 

束
地
－
－
－
－
し
 
 

出所：S．28も293，311，320．  

子
供
が
い
る
か
否
か
で
、
女
惟
の
家
庭
内
労
働
に
費
や
す
時
間
が
大
き
 
 

く
異
な
り
、
子
持
ち
女
性
は
家
事
・
育
児
へ
の
時
間
を
含
め
る
と
男
性
 
 

よ
り
も
長
い
時
間
を
働
い
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
子
供
の
い
な
い
女
 
 

性
は
家
事
労
働
を
含
め
て
も
男
件
よ
り
も
短
く
働
い
て
い
る
。
 
 
 

子
供
な
し
夫
婦
の
労
働
時
間
と
家
庭
労
働
合
計
を
比
較
す
る
と
、
酉
 
 

で
は
男
性
六
四
時
間
、
女
性
六
二
・
六
時
間
、
そ
の
内
訳
で
労
働
時
間
は
 
 

男
性
の
方
が
一
〇
時
間
長
い
。
束
で
は
男
性
七
二
・
五
時
問
、
女
性
六
九
・
 
 

九
時
間
、
う
ち
労
働
時
間
は
男
性
が
〓
川
‥
ハ
時
間
長
い
。
子
供
な
し
夫
 
 

婦
で
は
東
で
も
家
事
は
主
に
女
性
が
担
当
L
て
い
る
。
 
 
 

子
供
が
い
る
夫
婦
で
は
、
西
で
労
働
時
間
 
（
通
勤
時
間
を
含
め
て
）
 
 

は
男
性
四
六
∴
二
時
間
、
家
事
は
男
件
一
七
∴
時
間
で
あ
る
。
表
犯
春
 
 

日
‥
 
 

‖
‖
「
 
 
 

子
持
ち
夫
婦
で
も
子
育
て
の
負
担
は
主
に
女
件
に
か
か
っ
て
い
る
∪
 
 

表
門
に
よ
れ
ば
、
東
で
は
こ
の
点
は
い
く
ら
か
異
な
る
⊃
 
夫
婦
共
同
で
 
 

育
児
す
る
比
率
は
、
西
で
二
九
％
、
束
で
関
山
％
、
共
同
で
家
事
を
す
 
 

る
比
率
は
西
で
一
六
％
、
束
で
二
八
％
で
あ
る
。
妾
が
フ
ル
タ
イ
マ
ー
 
 

と
し
て
働
い
て
い
る
と
き
の
夫
が
家
事
・
育
児
に
当
て
る
時
間
は
二
…
 
 

一
時
間
で
あ
る
。
父
親
の
労
働
時
間
は
四
八
・
九
時
間
、
母
親
は
川
∵
 
 

八
時
間
、
母
親
の
家
事
・
育
児
時
間
は
三
〇
・
七
時
間
で
あ
る
。
子
持
ち
 
 

の
女
性
も
西
よ
り
は
は
っ
き
り
と
長
く
働
い
て
い
る
。
 
 
 

九
五
年
調
査
で
は
、
文
化
的
、
個
人
的
お
よ
び
政
治
的
関
心
に
費
や
 
 

す
時
間
も
調
べ
ら
れ
た
。
西
は
山
二
二
時
間
、
束
で
九
二
二
時
間
で
あ
 
 

る
。
そ
の
際
に
独
身
者
の
よ
う
に
制
約
の
少
な
い
労
働
者
は
平
均
を
L
 
 

回
っ
て
西
で
一
六
二
二
時
間
、
東
で
一
三
∴
九
時
間
費
や
し
て
い
る
。
子
 
 

持
ち
夫
婦
で
は
西
で
九
・
七
時
間
、
東
で
七
・
八
時
間
で
あ
る
。
 
 

一
〇
三
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表33 家事・育児分担度（％1  

男  女  

間を 
、′土′  

労働時間を  
平均  

変更した  変更せず   変更した  変更せず   

〈育児〉  
本人のみ   4  2  23  22   22   

主に本人  40   

主に配偶者   69   67  3   

共同で   26  25  32   29   

〈家事〉  

主に本人   9  3  75  78   

主に配偶者  3   

共同で  14  16   

お手伝い／ほかの家族員  1 2 2   1 4 2   

〈育児〉  
本人のみ  ロ   16  20   19   

主に本人  
主に配偶者  45   ロ  

共同で   （53）  46   46   

〈家事〉  
主に主人   （2）   3   3   

主に配偶者  68  

共同で  28  

お手伝い／ほかの家族層  国   31  

卜
西
地
域
 
 

束
地
域
し
 
 
 

注：「回答なし」を除いている。  

出所：S，246，267，  

〇
四
 
 

な
お
、
こ
の
報
此
‖
吉
の
要
旨
は
G
a
b
i
 
S
c
h
i
≡
コ
的
＼
 
 

F
r
a
コ
k
 
B
a
u
e
r
＼
H
e
r
ヨ
a
コ
コ
 
G
r
O
▼
 
A
r
b
e
i
t
s
z
e
i
t
e
コ
一
 
 

A
r
b
e
i
t
s
N
e
i
【
w
仁
コ
S
C
h
e
 
u
コ
d
 
N
e
i
t
完
r
W
e
一
己
u
コ
g
 
i
コ
 
 

D
e
u
t
s
c
h
l
a
コ
d
∵
コ
‥
W
S
－
M
i
t
t
e
〓
与
g
e
コ
ご
一
浩
卓
S
一
 
 

£
N
f
f
に
紹
介
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
調
香
の
一
九
九
 
 

三
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